
令和３年４月５日 

生徒・保護者の皆さま 

県立麻溝台高等学校長 

 

 

県立麻溝台高等学校における４月８日（木）以降の教育活動について（お知らせ） 

 

 

陽春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また、本校の教育活動の推

進につきましては、日頃ご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、国の緊急事態宣言が３月21日をもって解除され、本県では４月１日から４月21

日まではリバウンド防止期間として感染の拡大防止に取り組むこととなり、本校では、

「時差通学」と「短縮授業」を行うこととなりました。 

つきましては、４月８日（木）から４月21日（水）までの時間割は、次のとおりとし

ます。なお、これらの対応は、今後の県内の感染状況等により、変更を行う場合があり

ます。その際は、改めてお知らせいたします。 

 

４月８日（木）～21日（水） 

時差通学 

50分授業 

ＳＨＲ 9:10 

１時間目 09:20～10:10 

２時間目 10:20～11:10 

３時間目 11:20～12:10 

昼休み 12:10～12:55 

４時間目 12:55～13:45 

５時間目 13:55～14:45 

６時間目 14:55～15:45 

７時間目

（月のみ） 
15:50～16:40 

 

 

問合せ先 

教頭 神野 

電話 (042)778-2731（代表） 


